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千葉市北谷津新清掃工場建設に係る環境影響評価方法書に対する 

意見について（通知） 

 

 

 千葉市環境影響評価条例第１０条の規定により提出された千葉市北谷津新清掃工

場建設に係る環境影響評価方法書について、同条例第１３条第１項の規定による環境

の保全の見地からの意見を、別紙のとおり通知します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：環境局環境保全部 

    環境保全課環境影響評価班 

電話 ０４３―２４５－５１４１ 

FAX ０４３－２４５－５５５３ 

Email kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp 



別紙 

千葉市北谷津新清掃工場建設に係る環境影響評価方法書に対する意見 

 

 

本事業は、千葉市若葉区において、平成２８年度末に停止した千葉市北谷津清掃工

場を解体・撤去し、同跡地に、安定的なごみ処理体制の３用地２清掃工場運用体制を

新たに構築するため、焼却能力５８５トン／日の清掃工場を設置する計画である。 

本事業実施区域周辺には、農地や山林があるほか一部住宅も存在し、さらに、当該

区域から約１ｋｍ以内の場所には、保育施設や小学校等を有する大規模な住宅地（千

城台東）が広がっているほか、御茶屋御殿や加曽利貝塚公園等の史跡が点在している。 

また、隣接する大草谷津田いきものの里は、ふるさとの原風景が残り、多種多様な

動植物が生息する貴重な谷津田であり、ボランティアによる管理や四季を通じた自然

観察会が実施されるなど市民と自然との触れ合いの場としても活用されている。 

このため、事業実施にあたっては、地域住民の生活環境への影響をできる限り回

避・低減するとともに、谷津田の環境の保全等に対する配慮が必要である。 

事業者は、以上の地域特性を踏まえ、以下の点について十分に検討を行い、適切に

調査・予測・評価を実施し、その検討経過も含め、環境影響評価準備書（以下「準備

書」という。）を作成すること。 

 

＜総論＞  

１ 処理方式に関すること 

環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）において示された処理方式は、一

つに絞り込まれていないことから、処理方式の決定にあたっては、方法書等に対する

意見を踏まえ、可能な限り環境に配慮した方式を選ぶこと。 

また、当該施設の運転条件を明らかにし、選定した処理方式において最も環境に影

響を与える場合を想定した予測及び評価を実施すること。 

 

＜各論＞ 

１ 大気質に関すること 

（１）既存施設の解体にあたっては、粉じんの飛散防止対策に万全を期すようその内

容を検討し、準備書において明らかにすること。また、石綿及びダイオキシン

類等の除去については飛散・漏えいの防止対策の徹底を図るとともに、具体的

な方法を準備書において明らかにすること。 

（２）旧施設稼働時と比較してごみ運搬車両が増加する計画であり、総排出ガス量が

増加する可能性があることから、廃棄物の搬出入における大気質の評価結果を

踏まえ、搬入経路等の配慮など適切な環境保全措置を検討すること。 

（３）施設稼働に伴い発生する排ガスの大気質について、その調査地点の選定理由を

準備書において明らかにすること。 



 

 

２ 騒音・振動に関すること 

 旧施設稼働時と比較してごみ運搬車両が増加する計画であることから、廃棄物の搬

出入における騒音・振動については、車両の通行量の時間的な分布等を明らかにした

うえで予測・評価し、車両から発生する騒音・振動が周辺環境に与える影響を可能な

限り低減できるよう適切な環境保全措置を検討すること。 

 

３ 生物への影響に関すること 

（１）対象事業実施区域内及びその周辺の植物種及び動物種について、可能な限り影

響を及ぼさないよう配慮するとともに、大草谷津田いきものの里内の「湿地」

が底生生物の調査等に含まれていないことから、調査地点として「湿地」とさ

れている地点を追加すること。 

（２）動植物の調査・予測・評価については、年ごとに生息状況の変動が大きい生物

がいる可能性があることから、調査等にあたり配慮すること。 

 

４ 廃棄物等に関すること 

 既存施設の解体及び施設稼働に伴い発生する廃棄物については、可能な限り再資源

化に努めるとともに、具体的な再生利用方法を準備書において明らかにすること。 

 

５ 景観に関すること 

 計画施設は、周辺環境と調和し、かつ、シンボリックなデザインとする計画となっ

ていることから、意匠・色彩を含めて、検討した結果を準備書において明らかにする

こと。 

 

６ 温室効果ガスに関すること 

（１）事業全体の温室効果ガスの排出低減について検討し、その内容を準備書におい

て明らかにすること。 

（２）温室効果ガス排出量の算定にあたり参考とする「温室効果ガス排出量算定・報

告マニュアル」は随時更新されることから、算定時には最新のものを使用する

こと。 

 

 


